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広域計画策定にあたり 

 

 佐賀市、多久市、佐賀郡、神埼郡及び小城郡の 18 市町村は、介護保険制度の導入

にあたり、介護保険事業運営を共同で取り組むという方針のもと、佐賀地域介護保険

広域化推進協議会を経て、平成 11 年 2 月 4 日に佐賀中部広域連合を設立しました。 

本広域連合は、佐賀県のほぼ中央に位置し、人口においては県の約 41％、面積に

おいては県の約 33％を占めており、県都・佐賀市を有する中核都市圏として着実に

発展してきました。 

本広域連合は、「介護」を社会で支える新しい社会保険制度である介護保険につい

て、広域化によるスケールメリットを十分に活かし、効率的で安定した事業運営に取

り組んできました。 

 一方、佐賀地区広域市町村圏組合は、平成 6 年 11 月 11 日に設立され、広域行政機

構として圏域の一体的な振興整備を図ってきました。さらに、消防の広域化に取り組

み、平成 12 年 4 月 1 日に佐賀広域消防局を設立しました。 

その後、事務の効率化を図るために平成 14 年 7 月に佐賀中部広域連合複合化研究

会を設置し、佐賀中部広域連合と佐賀地区広域市町村圏組合の統合について検討を重

ねた結果、両組織の統合により経費節減効果や効率的な行政運営が図れることから平

成 15 年 3 月 31 日をもって同組合を解散し、同年 4 月 1 日から本広域連合が同組合

の事務を引き継ぎました。 

 この統合により、本広域連合で処理する事務が、これまで取り組んできた介護保険

事務に加え、新たにふるさと市町村圏事務及び消防事務を処理することとなったため、

地方自治法第 291 条の 7 の規定により広域計画を定めるものです。 

本計画は、本広域連合や関係市町村が事務処理を行っていくための指針となるもの

であると同時に、本広域連合を組織する市町村やその住民に対して本広域連合の目標

等を明確に示すものであります。 

 本計画には佐賀中部広域連合規約第 5 条に規定している項目に関して、（1）経緯、

（2）現状と課題、（3）今後の方針と施策について記載しています。 

佐賀中部広域連合は、今後更なる広域行政の推進に向けて、構成市町村と一体とな

って取り組んでいきます。 
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1 介護保険に関すること 

 

（1）経 緯 

 高齢化の進展に伴い、寝たきりや痴呆の高齢者、要介護者等の更なる増加が予想

される中、社会環境や家庭環境の変化などの要因から、家庭の介護力が弱まってい

るといわれています。一方、介護の高度化が求められ、家族による介護だけでは充

分な対応が困難となり、今日、介護の問題は、国民の老後の生活の中で大きな不安

要素となっています。 

 このような中、これまでの医療と福祉に分かれた高齢者介護に関する制度を再編

成し、要介護者等を社会全体で支える新たな仕組みとして平成 12 年 4 月から介護

保険制度が施行されました。 

 佐賀市、多久市、佐賀郡、神埼郡及び小城郡の 2 市 13 町 3 村では、地域内の高

齢者のニーズに沿ったサービス提供体制の構築や保険料の平準化を図ることなど

を目的として、佐賀中部広域連合を設立し、効率的で安定した、住民により身近な

介護保険制度の実現を目指して運営してきました。 

 

（2）現状と課題 

① 高齢者人口及び要介護者について 

 65歳以上の高齢者が占める割合は、平成14年10月1日現在で、全国で18.5％、

佐賀県で 21.4％、本広域連合で 20.2％となっており高齢化率は上昇を続けていま

す。また、介護が必要である要介護者等は増加しており、本広域連合では平成 14

年 4 月に 1 万人を超えました。特に 75 歳以上の高齢者人口の伸びが非常に大き

くなっていることから、今後は、さらに要介護者等は増加すると見込まれていま

す。 

 

② 要介護認定について 

 要介護認定事務は介護保険制度の根幹をなすものであり、公平・公正が求めら

れています。本広域連合では、介護認定審査会において、独自のコンピューター

システム等を導入し、認定調査票、主治医意見書をペーパーレス化することによ
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り、事務の迅速化と正確性、公平性を図っています。また、介護認定調査員の資

質の向上も重要な要素であることから、研修会の開催や定期的な指導を行ってい

ます。 

 これらに加え今後も引き続き、認定の判断基準の統一化や公平性を維持するた

めの施策を検討していく必要があります。 

 

③ 介護サービスについて 

 本広域連合におけるサービスの利用状況については、平成 14 年 10 月時点で、

利用者数の割合は居宅サービス 68.5％に対し施設サービス 31.5％、費用総額の割

合は居宅サービス 38.3％に対し施設サービス 61.7％となっています。また、制度

の浸透とともに、居宅・施設サービスとも利用者数、費用総額は、全体的に増加

傾向を示しています。 

 このような中、居宅サービスについては、介護保険制度施行後の民間参入やＮ

ＰＯ法人の設立なども進み、今のところサービスの供給量は確保できています。

しかし、更なる需要の高まりが予想されることや、在宅介護の推進のためには一

層のサービスの充実が求められることから、今後は、利用者のニーズを反映した

十分な質・量のサービスを確保するとともに、利用者にとって適切で効果的なサ

ービスの提供を行うための基盤の整備を図る必要があります。 

 また、施設サービスの基盤整備については、平成 14 年 8 月で本広域連合域内

の施設整備率は3.9％であり、国の整備目標である3.2％を既に超えてはいますが、

施設サービスに対する利用意向が高く恒常的に待機者が多い状況にあります。ま

た、施設が単に施設サービスの供給だけではなく、多様な在宅サービスの提供基

盤を担っていること、保険財政に大きく影響を与えることなどを踏まえ、今後も

広域的視野に立ち適切な供給基盤の整備を図る必要があります。 

 

④ 介護保険事業の運営について 

 本広域連合では、要介護認定、保険料の賦課・徴収、保険給付、保健福祉事業

などの介護保険に関する全ての業務を行っています。運営に当たっては、各種デ

ータの管理をはじめ各事業への取り組みについて、関係市町村、介護保険事業者、
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関係機関等との連携を図りながら実施しています。中でも、介護予防の必要性、

重要性が高まっており、一層の連携強化と円滑な事業実施が求められています。 

 また、介護を要する状態になっても住み慣れた環境で安心して暮らし続けるた

めには、公的サービスに加え、介護を社会で支え合う環境づくりが重要です。今

後は、地域における重要な人的資源であるボランティア団体やＮＰＯをはじめと

する各種団体とも連携を図り、きめ細やかで多様なサービスの提供に努める必要

があります。 

 

（3）今後の方針と施策 

 介護を必要とする状態になっても、人としての尊厳を保ち、できる限り在宅にお

いて安心して生活できるように、多様化する利用者のニーズを反映した十分な質・

量のサービスを確保できる基盤の整備に努めます。 

 また、自立支援・在宅介護重視の視点に立ち、市町村、関係機関等との連携を図

りながら次のような施策を実施するとともに、健全で安定した保険財政の運営に努

めます。 

① 利用者本位のサービスの充実 

② 在宅介護の推進 

③ 佐賀中部広域連合と関係市町村が一体となった元気高齢者づくり 

④ 住民参加が支える介護保険 
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2 ふるさと市町村圏の振興整備の促進に関すること 

 

（1）経 緯 

  昭和 45 年に佐賀県内に 5 つの広域市町村圏が設定されたことから、佐賀市、多

久市、佐賀郡、神埼郡（三田川町、東脊振村を除く）及び小城郡からなる佐賀地区

広域市町村圏は、新しい地域の振興整備の単位となりました。 

本圏域の16市町村は、昭和45年10月に佐賀地区広域市町村圏協議会を設立し、

昭和 46 年 3 月に第 1 次の広域市町村圏計画を策定し、これまで圏域の一体的、計

画的な振興整備を図ってきました。 

その後、平成 6 年 9 月には、都市機能の増進及び居住環境の向上を推進し、圏域

の一体的な整備促進を図るために、佐賀地方拠点都市地域の指定を受け、さらに、

同月には、創造性と多様性に富んだ豊かな地域社会づくりを進めるために佐賀地区

ふるさと市町村圏の選定を受けました。 

  同年 11 月には、前記の地域指定及び圏域の選定を受けたことと今後の広域行政

需要に対応するため、それまでの協議会方式を発展させ、一部事務組合方式による

佐賀地区広域市町村圏組合を設立しました。 

また、ふるさと市町村圏の選定に伴い、平成 6 年度と平成 7 年度に関係市町村の

出資及び県の助成により、10 億円の佐賀地区ふるさと市町村圏基金を造成し、圏

域の一体的な発展を図るために、その運用益を活用して各種ソフト事業を展開しな

がら地域の活性化に取り組んできました。 

さらに、常備消防の広域化にも取り組み、平成 12 年に広域消防体制を整備しま

した。 

 

（2）現状と課題 

  平成 13 年 3 月に策定した佐賀地区ふるさと市町村圏計画は、「多様な自然と歴史

が育む豊かな人創造空間」を基本目標としており、このふるさと市町村圏計画に基

づいて本広域連合と関係市町村及び県は、圏域の一体的な振興整備を図っています。 

  しかし、このふるさと市町村圏計画には関係市町村及び本広域連合並びに国や県

などの幅広い事業が位置づけられているため、関係団体が連絡調整を密に行いふる
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さと市町村圏計画の実効性を高める必要があります。 

  本広域連合では、ふるさと市町村圏基金の運用益を活用し、圏域の一体的な振興

整備のために広域的ソフト事業を実施していますが、昨今の金利低下にともなう基

金運用益の減少で積極的な事業展開は厳しい状況にあります。 

  このため、基金そのものの在り方も検討する時期にきています。今後は、事業全

体の見直しを行い、広域的見地から重要度の高い事業に取り組んでいくことが必要

です。 

  また、圏域内における広域行政の問題の一つとして、一部事務組合が錯綜してい

ることが挙げられます。取り扱う業務の種類も多く、市町村の組合せも一様ではあ

りませんが一部事務組合の再編・統合を検討する必要があります。 

 

（3）今後の方針と施策 

  多様化・高度化する住民ニーズに的確に対応し、佐賀地区ふるさと市町村圏計画

の目標を達成するために、本広域連合と関係市町村は、広域的な視点に立ち、適切

に役割分担を行うとともに、お互いの連携強化を図りながら事業を推進していきま

す。 

  ふるさと市町村圏基金事業については、各事業の抜本的な見直しを行い、圏域の

一体的な発展のために、広域的視点から重要度の高い事業の実施に努めます。 

 基金の運用については今後も安全かつ有利な運用方法を研究するとともに、近年

の低金利により十分な運用益が確保できない場合は、基金の一部を取り崩して事業

の財源に充当することの検討も行います。 

また、ふるさと市町村圏計画の目標達成に向けて広域的な視点から次のような施

策を実施していきます。 

  ① 圏域内の市町村が連携した観光・レクリエーションの振興 

  ② 公共施設の広域利用の促進とネットワーク化 

  ③ 政策立案能力向上に資する職員の広域研修の充実と人事交流の促進 

  ④ 一部事務組合の再編・統合の検討 

  ⑤ 事務の共同処理等広域的課題の調査研究 
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3 消防に関すること（消防団並びに消防水利施設の設置及び維持管理に関する 

ことを除く。） 

 

（1）経 緯 

 佐賀広域消防局は、平成 7 年 3 月に「佐賀県における常備消防の広域化に関する

報告書」で提言された県内消防本部の広域再編計画に基づき、消防の対応力強化を

目的に、平成 12 年 4 月 1 日に、佐賀市、多久市、佐賀郡消防事務組合及び小城地

区消防事務組合の 4 消防本部を統合して、佐賀地区広域市町村圏組合佐賀広域消防

局として発足しました。 

 平成 15 年 4 月 1 日に、総合的かつ効率的な事務処理を行うことを目的に、佐賀

中部広域連合と佐賀地区広域市町村圏組合が統合し、本消防局も佐賀中部広域連合

に移行しました。 

 

（2）現状と課題 

 近年の建築物の高層化、交通網の発達、高齢化の進展に伴う災害弱者の増加など、

社会経済情勢の変化の中で、災害や事故の態様は複雑多様化の傾向を強めており、

それに伴い、消防行政への住民の期待や要請はますます大きくなっています。佐賀

広域消防局では、佐賀市、多久市、佐賀郡及び小城郡の 2 市 10 町を管轄し、平成

15 年 4 月 1 日現在で、管内面積は 583.50ｋ㎡、人口は 311,585 人、世帯数は 107,439

世帯であり、人口は減少傾向にあるものの、核家族化や高齢者世帯の増加などによ

り世帯数は増加傾向にあります。 

 広域消防体制としては、現在、1 本部 5 署 1 分署 5 出張所であり、消防団はもと

より、関係 12 市町との連携を図りながら，地域住民の消防行政の要望にこたえて

いくため、消防力の充実強化を図る必要があります。 

 

① 救 急 

救急業務は、年々増加しており、より高度な救急処置と体制整備の充実が求め

られています。救急救命業務の目標である救命率の向上を図るには、現場までの

到着時間、医療機関までの搬送時間の短縮とともに適切な救命措置が重要です。 
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  そのために、救急救命士の養成が急務となっており、既に本消防局では、55

名の救急救命士がいますが、今後も養成を進める一方、救急業務の高度化の推進

により、救急救命士の処置拡大に伴うメディカルコントロール体制の構築とプレ

ホスピタルケア（搬送病院に到着するまでの手当て）の充実に努めていくことが

重要となってきます。 

  さらに、救急車が現場到着するまでの間の応急処置が救命率向上にはかかせな

いものであることから、バイスタンダー（救急現場に居合わせた人）による応急

手当ての普及と充実を図る必要があります。 

 

② 予 防 

火災の発生を未然に防ぎ、また被害を最小限に押えるためには、予防業務への

取組みが重要になります。防火対象物、危険物施設への立入検査の実施、違反是

正の徹底、防火管理者の養成などの防火管理体制の充実を図り、防火安全対策の

確立を推進する必要があります。また、自主防災組織の育成、拡大を図り、地域

の防災力の強化を一層向上させることが必要となってきます。 

 

③ 防 災 

大規模災害や特殊災害には総合的な対応を必要とするため、緊急消防援助隊の

迅速な活動体制の確立、危機管理体制の構築、救助活動マニュアルの充実、教育

訓練、救助資機材の充実強化を図る必要があります。 

さらに、防災危機管理に関わる組織や人材を育成するための教育研修体制の整

備、今日の情報伝達の分野における進歩、変革に対応した情報通信基盤の整備、

充実を図る必要があります。 

震災、火災、風水害などの災害状況の早期把握と情報提供、林野火災における

空中消火、山岳等における救助、遠隔地からの救急搬送等におけるヘリコプター

の整備などの対応力が求められています。 

 

（3）今後の方針と施策 

 管轄区域住民の生命、身体及び財産を守り、住民が安心して暮らせる地域づくり
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を進めるため、消防団はもとより、関係市町や関係機関との緊密な連携の強化を図

ります。 

 また、複雑・多様化する災害に的確かつ効率的に対応できる消防体制の検討や職

員の資質向上、消防施設、車両などの整備を図っていきます。 

 このため、広域消防の諸課題を整理、検討しながら、諸事業、諸施策の推進に努

めます。 

  ① 効率的な消防行政運営と組織の再編 

 ② 予防対策の充実、強化 

 ③ 消防力の強化 

  ④ 救急救助体制の確立 

 



 
 

１０ 

4 広域計画の期間及び改定に関すること 

 

この広域計画の期間は、原則として、平成 15 年度から平成 19 年度までの 5 年間と

し、5 年間を単位に、計画期間満了前に見直しを行うものとします。 

ただし、事務の追加等により計画変更の必要が生じた場合は、議会の議決を経て改

定することとします。 

 

 


